令和８年度　船引地区家庭バレーボール大会　開催要項

　１．趣旨　　　スポーツに親しむ機会を提供し、相互の親睦と連帯を深め、健康で明るい地域づくりの一環として行い、その推進をはかる。
　２．主催　　　船引地区社会教育振興会、中央公民館
　３．協力団体　　　船引地区行政区長会、田村市家庭バレーボール協会船引支部
　４．日時　　　令和８年９月６日（日）
　　　　　　　　　　　　会場準備　午前８時１５分（開会式は省略）、試合開始　午前９時
　５．会場　　　田村市総合体育館サブアリーナ
[bookmark: _GoBack]　６．参加対象　　　船引地区内に居住する、または船引地区出身の１８歳以上の一般女性とし、学生は除く。
　７．チーム数及び　　　１行政区２チーム以内とし、選手は１３人以内とする。
　　　チーム編成　　　但し、監督、主将は選手と兼ねることができる。
　８．申込方法　　　参加申込書を７月２日までに中央公民館に提出する。
　９．競技方法    　別紙に詳細を記載する。
10．審判員　　　各チームの中から審判員を依頼する。
　11．表彰等　　　①優勝・準優勝のチームに表彰状とトロフィーを授与し、３位の２チームには表彰状と楯を授与する。
②参加賞は、行政区ごとに授与する。
　　　　　　　　　　　　　※表彰式は省略し、順位確定後、各チームに授与する。
　12．経費　　　①大会運営に要する経費は、実施団体が負担する。（試合球も含む。）
②昼食等参加に要する経費は、参加者負担とする。
13．服装　　　家庭バレーボールのできる服装及び運動靴とする。
　14．その他　　　①大会及び大会の練習中における事故・ケガ等については、応急処置のほか公民館総合補償制度（保険）で対応する。　　　　　　　　　　　　　また、大会当日はイベント共済（１日保険）に加入する。
[bookmark: _Hlk136591942]　　　　  　　　　　　　②この要項以外に必要な事項については、別に協議のうえ決定するものとする。






令和８年度 船引地区家庭バレーボール大会競技方法及び申し合わせ事項

1． 試合は変則リーグ戦とし、組合せ抽選は、区長・監督合同会議で行う。

　２．１５点３セットマッチとし、２セットを先取したチームを勝者とし、２勝したチーム若しくは得失点差で差が大きいチームが決勝戦に進むことができる。

　３．リーグ戦で同勝敗の場合は、得失セット差を優先し、それでも同じ場合は得失点差により勝者を決定する。

　４．１セット中、両チームが１４点を得たときは、先に２点を勝ち越したチームの勝ちとする。
　　　（デュース制）　最長でも２０点とする。

　５．公式練習及び休憩時間は以下のとおりとする。
　　　　・公式練習（合同）　　　　２分
　　　　・１、２セット間の休憩　　２分
　　　　・２、３セット間の休憩　　３分
　　　　・試合間の休憩　　　　　　５分

　６．登録選手以外の出場はできない。
登録選手が所用により来られない場合は変更も可能とするが、事前に把握できるものは公民館へ連絡する。当日の場合（選手が足りない場合）は試合開始前に本部へ報告し、試合ごとに主審及び相手チームの監督へ申し出る。

　７．選手のゼッケンは、しっかり縫いつけること。

　８．試合は８名で行うが、試合開始時点で７名しか出場できない場合、または、ケガ等で１名が出場できない場合（登録選手が８名しかいない場合）は７名での試合を認める。

９．キャプテンは１番をつける。

10．その他については、福島県家庭バレーボール規則による。








